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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ�

�

　
　
鷹
巣
阿
仁
地
域
任
意
合
併
協
議
会�

　
　
　
　
　
会
長
　
岸
　
部
　
　
　
陞�

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。皆
様
に
は
、お
健
や
か
に
新
春
を
お

迎
え
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。�

　
鷹
巣
阿
仁
地
域
任
意
合
併
協
議
会
で
は
、

市
町
村
合
併
の
是
非
に
つ
い
て
考
え
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
昨
年
は
新
市
将
来
構
想

や
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
策
定
し
、

住
民
の
皆
様
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
な
が

ら
、
地
区
座
談
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な

ど
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。�

　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
、
年
明
け

に
は
ま
と
ま
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
法
定
合
併
協
議
会
へ
移
行
す
る
か
ど

う
か
の
重
要
な
判
断
材
料
と
考
え
て
お
り
、

任
意
協
議
会
で
も
皆
様
の
意
向
に
沿
っ
た

方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。�

　
最
後
に
、
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を

心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
あ
い

さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

第３回鷹巣阿仁地域任意合併協議会（平成15年11月13日「阿仁町ふるさと文化センター」）�
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1　合併協�

私たちの「新しいまち」を目指して�私たちの「新しいまち」を目指して�私たちの「新しいまち」を目指して�

Vol.２�



新
市
将
来
構

新
市
将
来
構
想(

案)

が�

答
申
さ
れ
ま
し
た

答
申
さ
れ
ま
し
た�

����

　
10
月
29
日
、
森
吉
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
２
回
鷹
巣
阿
仁
地

域
任
意
合
併
協
議
会
を
開
催
し
、
次
の
５

項
目
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。�

��

１
　
新
市
将
来
構
想
及
び
新
市
将
来

構
想
概
要
版
に
つ
い
て�

　
新
市
将
来
構
想
検
討
委
員
会
よ
り
答
申

さ
れ
た
将
来
構
想
案
に
つ
い
て
協
議
し
た

結
果
、
検
討
す
べ
き
箇
所
に
つ
い
て
は
、

今
後
実
施
さ
れ
る
座
談
会
及
び
ア
ン
ケ
ー

ト
で
の
意
見
を
加
味
し
修
正
を
加
え
る
こ

と
と
し
た
た
め
、
将
来
構
想
案
は
継
続
と

し
、
概
要
版
に
つ
い
て
は
、
原
案
ど
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

２
　
新
市
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て�

　
合
併
し
た
場
合
と
し
な
い
場
合
の
平
成

36
年
度
ま
で
の
推
計
を
示
し
、
合
併
し
な

い
場
合
に
つ
い
て
は
、
設
定
条
件
の
仕
方

で
合
併
事
務
局
で
作
成
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
、
各
町
独
自
で
作
成
し
た
財
政

計
画
と
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
座
談
会
で

の
説
明
は
、
両
方
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど

を
申
し
合
わ
せ
ま
し
た
。�

�

３
　
地
区
座
談
会
の
開
催
計
画
に
つ
い
て�

　
各
町
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
11
月
10
日
よ
り

実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。�

�

４
　
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
計
画

に
つ
い
て�

　
各
町
そ
れ
ぞ
れ
配
布
・
回
収
計
画
を
た

て
、
地
区
座
談
会
終
了
後
、
実
施
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。�

�

５
　
合
併
基
本
項
目
「
合
併
の
方
式
」

調
整
案
に
つ
い
て�

　
合
併
の
方
式
（
形
態
）
に
つ
い
て
は
、

「
鷹
巣
町
・
合
川
町
・
森
吉
町
・
阿
仁
町

を
廃
止
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い

市
を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
こ
と
を

法
定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。
」
こ
と

の
調
整
案
で
決
ま
り
ま
し
た
。�

������������

����������������

　
10
月
28
日
、
新
市
将
来
構
想
検
討
委
員

会
の
檜
森
正
委
員
長
よ
り
「
大
自
然
の
環

境
を
意
識
し
、
人
々
が
仕
事
に
励
み
、
お

互
い
が
尊
敬
し
支
え
あ
い
、
活
力
の
息
づ

い
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
基
本
理
念
に
据
え

た
新
市
将
来
構
想
案
を
岸
部
陞
任
意
合
併

協
議
会
長
へ
答
申
さ
れ
ま
し
た
。�

　
検
討
委
員
会
は
、
４
町
の
町
長
が
そ
れ

ぞ
れ
定
め
た
各
３
名
の
12
名
で
構
成
さ
れ
、

任
意
合
併
協
議
会
の
諮
問
を
受
け
、
４
回

に
わ
た
り
住
民
の
目
線
に
立
っ
た
検
討
を

重
ね
、
構
想
案
を
策
定
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
新
市
将
来
構
想
案
の
概
要
版
に
つ

い
て
は
、
地
区
座
談
会
開
催
前
に
全
戸
へ

配
布
さ
れ
て
お
り
ま
す
。�

����

　
18
歳
以
上
の
住
民
を
対
象
と
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
、
合
併
に
向
け
た

正
式
な
協
議
を
行
う
法
定
合
併
協
議
会
に

進
む
べ
き
か
ど
う
か
の
重
要
な
判
断
材
料

と
な
り
ま
す
。�

　
そ
し
て
、
各
町
の
住
民
の
意
向
が
合
併

に
前
向
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、

各
町
長
か
ら
議
会
へ
、
法
定
合
併
協
議
会

の
設
置
に
つ
い
て
提
案
し
ま
す
。�

　
４
町
全
て
の
議
会
で
提
案
が
認
め
ら
れ

れ
ば
、
法
定
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。�

　
現
在
集
計
を
行
っ
て
お
り
、
１
月
中
旬

に
は
結
果
が
ま
と
ま
る
予
定
で
す
。�

　
結
果
は
、
次
号
の
「
協
議
会
だ
よ
り
」

で
報
告
し
ま
す
。�

合併協　2

第２回協議会の様子（森吉町）�

新しい「まちづくり」に向け活発に討議する�
新市将来構想検討委員�

アンケート調査回収率�

町　名�

鷹 巣 町�

合 川 町�

森 吉 町�

阿 仁 町�

回 収 率�

78.6 %�

81.0 %�

92.7 %�

91.7 %

合
併
に
関
す
る�

ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
計
中�

合
併
に
関
す
る�

ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
計
中�
新
市
の
構
想
案
を
協
議�

第
２
回
任
意
合
併
協
議
会�

新
市
将
来
構
想(

案)

が�

答
申
さ
れ
ま
し
た�

（12月18日現在）�



3　合併協�

合
併
基
本
項
目
な
ど
の�

調
整
案
の
方
針
を
確
認�

第
３
回
任
意
合
併
協
議
会�

�����

　
11
月
13
日
、
阿
仁
町
ふ
る
さ
と
文
化
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
３
回
鷹
巣
阿
仁
地

域
任
意
合
併
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。�

　
協
議
会
で
は
、
合
併
基
本
項
目
調
整
案

の
ほ
か
、
法
定
協
議
会
に
移
行
し
た
場
合

の
組
織
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
案
件
と
し

て
協
議
し
ま
し
た
。�

　
法
定
協
議
会
へ
の
移
行
は
、
各
町
の
座

談
会
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
結
果
を
考

慮
し
、
１
月
中
を
目
標
に
検
討
す
る
方
向

で
確
認
し
ま
し
た
。�

��

　
１
　
合
併
基
本
項
目
の
調
整
案
に
つ
い
て�

(1)
合
併
の
方
式�

　
鷹
巣
町
・
合
川
町
・
森
吉
町
・
阿
仁

町
を
廃
止
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新

し
い
市
を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る

こ
と
を
法
定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。

（
第
２
回
協
議
会
で
承
認
済
）�

(2)
合
併
の
期
日�

　
平
成
17
年
３
月
31
日
以
内
を
目
標
に
、

法
定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。�

(3)
新
市
の
名
称�

　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
法
定
協

議
会
の
中
で
、
公
募
を
含
め
て
検
討
し
、�

���������������

決
定
す
る
。�

(4)
新
市
の
事
務
所
の
位
置�

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
住
民
の
利

便
性
及
び
各
町
庁
舎
の
事
務
所
機
能
な

ど
の
あ
り
方
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
法

定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。�

(5)
財
産
の
取
り
扱
い�

　
各
町
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
が
、

各
町
の
特
殊
事
情
も
あ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
た
め
、
十
分
に
考
慮
し
な
が
ら

法
定
協
議
会
の
中
で
決
定
す
る
。�

�

　
２
　
法
定
協
議
会
の
名
称
に
つ
い
て�

 

「
鷹
巣
阿
仁
地
域
合
併
協
議
会
」
に

決
ま
り
ま
し
た
。�

�

　
３
　
法
定
協
議
会
の
委
員
案
に
つ
い
て�

　
各
町
の
町
長
、
議
会
議
長
、
議
員
（
２

名
）
、
住
民
代
表
（
３
名
）
の
ほ
か
、

学
識
経
験
者
１
名
の
29
名
の
委
員
構
成

と
す
る
予
定
で
す
。�

�

４
　
法
定
協
議
会
の
監
査
委
員
案
に

つ
い
て�

　
４
町
で
協
議
の
上
、
代
表
監
査
委
員

３
名
に
委
嘱
し
ま
す
。�

��

報
告
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

１
　
任
意
協
議
会
委
員
の
変
更�

　
阿
仁
町
の
議
会
議
員
選
挙
に
伴
い
、
任

意
協
議
会
委
員
に
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

新
委
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称
略
）�

　
委
員
　
阿
仁
町
議
会
議
長
　
山
田
博
康�

　
委
員
　
阿
仁
町
議
会
議
員
　
山
田
賢
三�

　
委
員
　
阿
仁
町
議
会
議
員
　
小
林
精
一�

�
２
　
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
報
告
書�

　
第
２
回
協
議
会
後
に
再
度
試
算
し
、
最

終
報
告
書
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
（
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
新
市

将
来
構
想
案
概
要
版
に
掲
載
）�

�

３
　
事
務
事
業
一
元
化
調
査
作
業
経
過�

　
10
月
中
旬
よ
り
各
町
職
員
に
よ
る
事
務

事
業
の
現
況(

１，
２
６
３
項
目)

の
洗
い
出

し
作
業
を
実
施
し
、
９
割
方
作
業
が
完
了

し
て
い
ま
す
。
（
11
月
13
日
現
在
）�

　
今
後
、
各
町
職
員
が
入
力
し
た
調
査
票

の
再
点
検
を
行
い
、
「
専
門
部
会
」
「
分

科
会
」
に
て
事
務
事
業
を
比
較
・
検
討
し
、

合
併
に
向
け
た
事
務
の
一
元
化
の
課
題
整

理
を
行
い
ま
す
。�

�

４
　
電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
調
査
作
業
経
過�

　
各
町
の
保
有
シ
ス
テ
ム
の
現
状
調
査
を

し
、
新
シ
ス
テ
ム
導
入
を
含
め
、
電
算
シ

ス
テ
ム
の
統
合
基
本
方
針
を
決
定
し
ま
す
。�

�

第３回協議会の様子（阿仁町）�

協議会への提案事項を協議する幹事会�
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財政シミュレーション報告書から�■合併することにより、財政的に以下�　のような利点が考えられます。�

《歳入》　国・県による財政支援策�

《歳出》　合併後20年間の削減効果（平成17～36年度累積）�

　その他、普通交付税の算定の特例（合併算定替）として、合併後の１０年間は、合併しなかったものとした�
場合の普通交付税が保障されます。その後の５年間も一部が保障されます。（段階的に縮減）�

※1　議   員：合併後の議員数は、在任特例・定数特例を適用しないものとして算出（74人⇒26人）�

※2　物件費：賃金・旅費・交際費・需用費・役務費・備品購入費・委託料等�

※3　補助費：負担金や各種団体への補助金�

用語説明�

合併協　4

区　　分�
議員 ※1 四　役�

人　　件　　費� 人件費以外の行政経費�

職　員� 計� 計�物件費 ※2 補助費 ※3

57.04 億円�

22.09 億円�

34.95 億円�

27.46 億円�

8.84 億円�

18.62 億円�

494.95 億円�

433.77 億円�

61.18 億円�

579.45 億円�

464.70 億円�

114.75 億円�

576.82 億円�

458.34 億円�

118.48 億円�

749.00 億円�

509.75 億円�

239.25 億円�

1,325.82 億円�

968.09 億円�

357.73 億円�

合併しない場合�

合併した場合�

削減効果�

説　　　　　明�区　　　　　分�
支 援 総 額�
（支援期間合計）�

合併後の�
支援期間�

合併直後に必要となるシステム統一やネットワーク整備な�
どの臨時的経費について普通交付税で措置�

合併を機に行う町づくり事業、公共料金・公債費負担の格�
差是正等に要する経費について特別交付税で措置�

合併市町村が、建設計画で行う地域内の交流・連携、一体�
性の強化に必要な事業に対し、人口規模に応じた額を措置�

｢市町村建設計画」で行うまちづく事業で合併後10年間に限�
り、地方債を財源（95%）とすることができ、元利償還金�
の70%が普通交付税で措置�

旧町村単位の地域振興や住民の一体感醸成のための基金造�
成で地方債を財源（95%）とすることができ、元利償還金�
の70%が普通交付税で措置�

合併する自治体数あたり２億円が交付（4町分）�

4.65 億円�

7.21 億円�

3.90 億円�

185.33 億円�

176.06 億円�

137.50 億円�

24.19 億円�

22.98 億円�

17.95 億円�

8.00 億円�

233.28 億円�

5年間�

3年間�

3年間�

10年間�

(95％)�

(70％)�

10年間�

(95％)�

(70％)�

5年間�

臨時的経費に関する財政措置�

特 別 交 付 税�

合併市町村補助金�

合 併 特 例 債�

�

�

基金造成財政措置（上限）�

�

�

県財政支援措置 �

うち普通交付税算入額�
（元利償還分）�

う ち 起 債 可 能 額 �

う ち 起 債 可 能 額 �

うち普通交付税算入額�
（元利償還分）�

合　　　　　計�

1�

2�

3�

4�

�

�

5�

�

�

6

国�

県�


